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児童福祉法に定める放課後等デイサービス事業者及びその利用者　最終的な対象：障害のある児童の家庭

〔法令等名〕

事業区分

金銭給付

平成２７年度　事務事業評価シート

社会福祉法人に係る心身障害児（者）施設等運営補助要綱根拠法令等

事業対象

事務事業名 障害児放課後対策
障害福祉課

1

施設維持管理委託
一部委託

重度の障害のある小中高生を中心とした児童の居場所を確保し、放課後生活を支援するために保護者に代わって見守りを
行っている施設に対し、運営費の一部を補助するとともに利用者負担額を助成する。
・対象施設：つばさ放課後クラブ（台東つばさ福祉会が運営）
・利用者負担額助成：区委託事業からの移行による激変緩和措置として、平成２８年度まで利用者負担額助成を実施。
※平成２５年度までは、台東つばさ福祉会への委託により実施。

補助金の有無
委託内容

２６年度

なし

件助成件数

事業内容

委託の有無

事業目的

指標の名称種　別 (単位)

活動指標
－

[事業開始]

重度の障害のある小中高生を中心とした児童の居場所を確保し、放課後生活を支援するために保護者に代わって見守りを
行っている施設に対し、運営費の一部を補助するとともに利用者負担額を助成することにより、障害児を育てる家庭への支援
をする。

4,741

3,835

人
成果指標

利用者数

3,332　人にかかるコスト（人件費など）

4

7,291

平成２６年４月から台東つばさ福祉会の自主事業として実施することとなったが、台東つばさ福祉会と協議をしながら、
収入の増に向けて、運営方法の見直しを行った。

964

25 26

7,291

3,817

0

　決算額　　(単位：千円) 47,471

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

2,550

手段の適切性

事務事業コスト

(単位：千円)

[評価の理由]（区民生活への影響を十分考慮すること）

平成２６年度より台東つばさ福祉会の自主事業（児童福祉法上の放課後等デイサービス事業）
として運営を開始している。重度の障害のある児童の放課後等の居場所確保の観点から、重要
な役割を果たしている。

3
評
価
の
視
点

評価 評価の理由

他の事業所で預かることが難しい重度の障害のある児童を優先的に預かることは必要性が高い。

維持

評
価
結
果

本事業により、重度の障害のある児童の居場所が確保され、必要性も高いことから、事業効果は高い。

3 必要性の高い事業を実施している台東つばさ福祉会の自主事業に対し、運営補助を行っている。

平成２６年度より台東つばさ福祉会の自主事業として運営しており、一層の効率化を図っていく。

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

今後の方向性

目的達成度 4

924

50,803

財源項目

(単位：千円)

必要性

943

前回評価から
改善した事項

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 27,933

0

20,692 0

28,019

49,654

21,906

効率性

24

－

24

47,471

事業の開始・終了年度

事
務
事
業
の
概
要

事
務
事
業
の
実
績

年度平成 12 [終了予定] 年度-　 　

45,819

0

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

２５年度２４年度
目標値

（２９年度）

1

45,819


